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績
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　略

　歴

昭
和
五
三
年
三
月

　
　
大
東
文
化
大
学
法
学
部
卒
業
（
法
学
士
）

昭
和
五
三
年
四
月

　
　
大
東
文
化
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
修
士
課
程
入
学

昭
和
五
五
年
三
月

　
　
同
大
学
院
法
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
（
法
学
修
士
）

昭
和
五
六
年
四
月

　
　
大
東
文
化
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
経
済
学
専
攻
博
士
課
程
前
期
課
程
入
学

昭
和
五
八
年
三
月

　
　
同
大
学
院
経
済
学
研
究
科
経
済
学
専
攻
博
士
課
程
前
期
課
程
修
了
（
経
済
学
修
士
）

昭
和
五
八
年
四
月

　
　
大
東
文
化
大
学
法
学
部
波
多
野
研
究
室
教
室
助
手
（
昭
和
六
二
年
三
月
ま
で
）

昭
和
六
二
年
四
月

　
　
高
山
短
期
大
学
講
師

平
成
元
年
四
月

　
　
　
高
山
短
期
大
学
助
教
授

平
成
六
年
四
月

　
　
　
高
山
短
期
大
学
教
授

平
成
八
年
四
月

　
　
　
大
東
文
化
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
入
学
（
社
会
人
）

平
成
一
一
年
三
月

　
　
同
大
学
院
法
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
修
了
（
博
士
〔
法
学
〕）

平
成
一
三
年
四
月

　
　
熊
本
大
学
教
授
（
法
学
部
）

平
成
一
五
年
四
月

　
　
熊
本
学
園
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
平
成
三
一
年
三
月
ま
で
）

平
成
一
五
年
四
月

　
　
長
崎
県
立
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
）
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平
成
一
六
年
四
月

　
　
熊
本
大
学
評
議
員

平
成
一
九
年
四
月

　
　
熊
本
大
学
法
学
部
長
（
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
）

平
成
一
九
年
四
月

　
　
熊
本
大
学
学
長
選
考
会
議
副
議
長
（
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
一
年
四
月

　
　
熊
本
大
学
経
営
協
議
会
委
員
（
平
成
二
三
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
五
年
一
〇
月

　
熊
本
県
立
大
学
総
合
管
理
学
部
非
常
勤
講
師
（
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
六
年
四
月

　
　
九
州
大
学
法
科
大
学
院
非
常
勤
講
師
（
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
六
年
四
月

　
　
熊
本
大
学
経
営
協
議
会
委
員

平
成
二
七
年
四
月

　
　
熊
本
大
学
理
事
（
人
事
・
労
務
担
当
）・
副
学
長

平
成
二
九
年
一
〇
月

　
熊
本
大
学
医
学
部
付
属
病
院
院
長
選
考
委
員
会
委
員

令
和
元
年
四
月

　
　
　
熊
本
大
学
学
長
選
考
会
議
委
員

令
和
二
年
一
月

　
　
　
熊
本
大
学
病
院
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
会
議
議
長

◎
役
職
指
定
に
よ
る
委
員
会
委
員
及
び
委
員
長
は
省
略
す
る
。

〈
学
会
等
活
動
〉

昭
和
五
三
年
一
一
月

　
日
本
税
法
学
会
会
員

平
成
元
年
五
月

　
　
　
日
本
税
法
学
会
監
事

平
成
三
年
五
月

　
　
　
日
本
税
法
学
会
理
事

平
成
六
年
二
月

　
　
　
租
税
法
学
会
会
員
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平
成
六
年
一
一
月

　
　
日
本
法
政
学
会
会
員

平
成
七
年
一
一
月

　
　
日
本
租
税
理
論
学
会
会
員

平
成
一
五
年
六
月

　
　
日
本
税
法
学
会
常
務
理
事

平
成
一
九
年
一
月

　
　
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
委
員
会
専
門
委
員
（
平
成
一
九
年
一
二
月
ま
で
）

平
成
二
一
年
八
月

　
　�

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
等
審
査
会
専
門
委
員
及
び
国
際
事
業
委
員
会
書
面
審
査
員
（
平
成
二
二
年
七
月

ま
で
）

平
成
二
七
年
六
月

　
　
日
本
税
法
学
会
九
州
地
区
研
究
委
員
長

平
成
二
九
年
一
月

　
　
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
委
員
会
専
門
委
員
（
平
成
二
九
年
一
二
月
ま
で
）

　
著
作
目
録

著
書

一
　
小
野
幸
二
編
『
や
さ
し
い
遺
言
の
は
な
し
』
法
学
書
院
、
平
成
四
年
（
分
担
）

二
　
林
眞
義
・
山
崎
広
道
『
や
さ
し
い
相
続
税･

贈
与
税
の
は
な
し
』
法
学
書
院
、
平
成
五
年
（
共
著
）

三
　
小
野
幸
二
編
『
や
さ
し
い
遺
産
相
続
の
は
な
し
』
法
学
書
院
、
平
成
七
年
（
分
担
）

四
　
財
団
法
人
日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
の
住
宅
税
制
』
㈶
日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー
、
平
成
八
年
（
分
担
）

五
　
石
村
耕
治
編
『
現
代
税
法
入
門
塾
（
初
版
～
第
六
版
）』
清
文
社
、
初
版
平
成
一
四
年

六
　
小
野
幸
二
編
『
す
ぐ
役
立
つ
借
地
借
家
の
法
律
知
識
（
改
訂
第
二
版
）』
法
学
書
院
、
平
成
一
六
年
（
分
担
）

七
　
山
下
勉
編
『
地
域
を
創
る
』
成
文
堂
、
平
成
一
六
年
（
分
担
）
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八
　
中
川
義
朗
編
『
地
方
公
務
員

　
政
策
法
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
熊
本
県
市
長
会
・
熊
本
県
町
村
会
、
平
成
一
七
年
（
分
担
）

九
　
田
中
雄
次
・
大
江
正
昭
編
『
グ
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
の
射
程
』
成
文
堂
、
平
成
一
七
年
（
分
担
）

一
〇

　
山
崎
広
道
編
『
法
と
政
策
を
め
ぐ
る
現
代
的
変
容
―
熊
本
大
学
法
学
部
創
立
三
〇
周
年
記
念
』
成
文
堂
、平
成
二
二
年
（
分
担
）

論
文

一
　「
実
質
課
税
の
原
則
と
経
済
的
観
察
法
」
税
法
学
三
九
五
号
（
税
法
学
：
日
本
税
法
学
会
誌
）、
昭
和
五
八
年
一
一
月

二
　「
西
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
事
業
支
出
（
必
要
経
費
）
と
生
計
費
の
区
分
―
Ｐ
．
ベ
ッ
タ
ー
の
所
説
を
中
心
と
す
る
―
」
高

山
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
一
号
、
昭
和
六
三
年
一
月

三
　「
西
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
法
律
上
控
除
で
き
な
い
事
業
支
出
及
び
必
要
経
費
―
Ｐ
．
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
所
説
―
」『
波
多
野
弘

先
生
還
暦
祝
賀
記
念
論
文
集
』
所
収
、
有
斐
閣
、
昭
和
六
三
年
一
二
月

四
　「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
付
加
価
値
税
犯
則
調
査
―
キ
ー
ス
報
告
書
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」
高
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
二
号
、

平
成
元
年
一
月

五
　「
五
．
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
付
加
価
値
税
犯
則
調
査
（
Ⅰ
）・（
Ⅱ
）」
税
法
学
四
七
一
号
・
四
七
二
号
、
平
成
二
年
三
月
・
四
月

六
　「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
付
加
価
値
税
制
度
の
概
要
―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ベ
ル
ギ
ー
の
付
加
価
値
税
制
度
の
紹
介
―
」
高
山
短

期
大
学
研
究
紀
要
一
四
号
、
平
成
三
年
一
月

七
　「
ド
イ
ツ
の
租
税
手
続
に
お
け
る
臨
場
検
査
」
高
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
五
号
、
平
成
四
年
一
月

八
　「
ド
イ
ツ
租
税
手
続
法
序
説
」『
津
田
顯
雄
先
生
・
竹
下
重
人
先
生
古
希
記
念
論
文
集
』
所
収
、
教
育
文
化
出
版
協
会
、
平
成
四
年

四
月
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九
　「
ド
イ
ツ
統
一
に
お
け
る
租
税
手
続
法
の
変
更
」
高
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
六
号
、
平
成
五
年
一
月

一
〇

　「
環
境
税
序
説
―
ド
イ
ツ
の
場
合
―
」
税
法
学
五
〇
七
号
、
平
成
五
年
三
月

一
一

　「
環
境
保
護
の
た
め
の
財
政
的
手
段
」
高
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
七
号
、
平
成
六
年
一
月

一
二

　「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
環
境
保
護
に
関
す
る
租
税
制
度
」
税
法
学
五
一
九
号
、
平
成
六
年
三
月

一
三

　「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
税
務
署
の
課
税
手
続
上
の
配
慮
義
務
」
税
法
学
五
三
四
号
、
平
成
七
年
一
一
月

一
四

　「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
税
務
署
の
配
慮
義
務
の
法
的
根
拠
」
高
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
九
号
、
平
成
八
年
一
月

一
五

　「
ド
イ
ツ
租
税
基
本
法
に
お
け
る
裁
判
外
の
権
利
救
済
手
続
」
税
法
学
五
三
五
号
、
平
成
八
年
五
月

一
六

　「
未
分
割
遺
産
に
対
す
る
課
税
」『
二
一
世
紀
の
民
法

　
小
野
幸
二
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
所
収
、
法
学
書
院
、
平
成
八
年

一
二
月

一
七

　「
ス
イ
ス
に
お
け
る
租
税
手
続
に
つ
い
て
」
税
法
学
五
三
八
号
、
平
成
九
年
一
一
月

一
八

　「
裁
判
外
の
権
利
救
済
手
続
―
ド
イ
ツ
租
税
基
本
法
上
の
一
般
手
続
と
特
別
手
続
―
」『
波
多
野
弘
先
生
古
希
祝
賀
記
念
論
文
集
』

所
収
、
清
文
社
、
平
成
一
一
年
二
月

一
九

　「
租
税
手
続
法
の
比
較
法
的
研
究
―
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
手
続
法
に
つ
い
て
―
」『
大
東
文

化
大
学
平
成
一
〇
年
度
博
士
学
位
論
文
内
容
の
要
旨
及
び
審
査
結
果
の
要
旨
』
第
一
五
号
（
本
文
未
公
刊
）、
平
成
一
一
年
三
月

二
〇

　「
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
手
続
に
つ
い
て
」
税
法
学
五
四
二
号
、
平
成
一
一
年
一
一
月

二
一

　「
ド
イ
ツ
の
責
任
決
定
に
お
け
る
財
務
官
庁
の
裁
量
」
税
法
学
五
四
六
号
（
創
立
五
〇
周
年
記
念
号
）、
平
成
一
三
年
一
一
月

二
二

　「
税
法
に
お
け
る
裁
判
外
の
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
―
現
行
不
服
申
立
制
度
に
関
す
る
問
題
点
の
検
討
―
」
吉
田
勇
編
『
法
化
社

会
と
紛
争
解
決
』
所
収
、
成
文
堂
、
平
成
一
八
年
一
〇
月
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二
三

　「
離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
の
課
税
関
係
」『
二
一
世
紀
の
家
族
と
法
―
小
野
幸
二
教
授
古
稀
記
念
論
集
』
所
収
、
法
学
書
院
、
平

成
一
九
年
三
月

二
四

　「
更
正
の
請
求
制
度
と
そ
の
運
用
上
の
問
題
」
熊
本
法
学
一
一
三
号
、
平
成
二
〇
年
二
月

二
五

　「
税
法
に
お
け
る
裁
判
外
の
権
利
救
済
手
続
―
行
政
不
服
審
査
法
改
正
に
伴
う
国
税
不
服
審
査
制
度
の
改
正
に
向
け
て
―
」
吉

田
勇
編
『
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
新
展
開
』
所
収
、
成
文
堂
、
平
成
二
一
年
一
一
月

二
六

　「
更
正
の
請
求
に
関
す
る
裁
判
例
の
変
容
」
山
崎
広
道
編
『
法
と
政
策
を
め
ぐ
る
現
代
的
変
容
―
熊
本
大
学
法
学
部
創
立
三
〇

周
年
記
念
―
』
所
収
、
成
文
堂
、
平
成
二
二
年
三
月

二
七

　「
税
額
控
除
限
度
額
規
定
と
更
正
の
請
求
」
南
九
州
税
理
士
会
報
三
七
九
号
、
平
成
二
二
年
四
月

二
八

　「
更
正
の
請
求
の
要
件
―
計
算
誤
り
の
認
定
に
つ
い
て
―
」
税
法
学
五
六
三
号
（
第
一
〇
〇
回
大
会
記
念
号
）、
平
成
二
二
年
五

月
二
九

　「
最
近
の
最
高
裁
判
決
と
補
佐
人
の
役
割
」
南
九
州
税
理
士
会
報
三
八
五
号
、
平
成
二
二
年
一
〇
月

三
〇

　「
武
富
士
事
件
最
高
裁
判
決
」
南
九
州
税
理
士
会
報
三
九
二
号
、
平
成
二
三
年
五
月

三
一

　「
所
得
税
法
二
〇
四
条
の
源
泉
徴
収
義
務
者
に
関
す
る
一
考
察
―
最
高
裁
平
成
二
三
年
一
月
一
四
日
判
決
を
素
材
と
し
て
―
」

熊
本
法
学
一
二
七
号
、
平
成
二
五
年
三
月

三
二

　「
処
分
理
由
の
附
記
と
理
由
の
差
替
え
」
税
法
学
五
六
九
号
、
平
成
二
五
年
五
月

三
三

　「
処
分
理
由
と
し
て
求
め
ら
れ
る
附
記
理
由
の
内
容
」
税
法
学
五
七
六
号
、
平
成
二
八
年
一
一
月
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そ
の
他

一
　〔
翻
訳
〕『
英
国
歳
入
部
門
の
執
行
権
力
に
関
す
る
委
員
会
報
告
』
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
成
元
年
八
月
（
分
担
）

二
　〔
辞
典
〕
小
野
幸
二
・
髙
岡
信
男
編
『
法
律
用
語
辞
典
（
初
版
～
第
三
版
）』
法
学
書
院
、
初
版
平
成
一
六
年
二
月
（
分
担
）

三
　〔
判
例
研
究
〕「
破
産
管
財
人
の
源
泉
徴
収
義
務
」
税
法
学
五
七
二
号
、
平
成
二
六
年
一
一
月

学
会
報
告

一
　「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
付
加
価
値
税
犯
則
調
査
」
日
本
税
法
学
会
第
七
七
回
大
会
、
平
成
二
年
五
月

二
　「
環
境
税
―
ド
イ
ツ
の
場
合
―
」
日
本
税
法
学
会
第
八
三
回
大
会
、
平
成
五
年
六
月

三
　「
ド
イ
ツ
の
責
任
決
定
に
お
け
る
財
務
官
庁
の
裁
量
」
日
本
税
法
学
会
第
九
二
回
大
会
（
学
会
創
立
五
〇
周
年
記
念
大
会
）、
平
成

一
四
年
六
月

四
　「
処
分
理
由
の
附
記
と
理
由
の
差
替
え
」
日
本
税
法
学
会
第
一
〇
三
回
大
会
、
平
成
二
五
年
六
月

◎
日
本
税
法
学
会
中
部
地
区
研
究
会
及
び
日
本
税
法
学
会
九
州
地
区
研
究
会
等
に
お
け
る
報
告
は
省
略
す
る
。

社
会
活
動
等

平
成
一
五
年
度
及
び
一
六
年
度

　
Ｔ
Ｋ
Ｃ
九
州
会
生
涯
研
修
講
師

平
成
一
五
年
一
一
月

　
南
九
州
税
理
士
会
登
録
時
研
修
会
講
師
（
現
在
に
至
る
）

平
成
一
六
年
度
及
び
一
七
年
度

　
南
九
州
税
理
士
会
補
佐
人
研
修
会
講
師

平
成
一
九
年
一
月

　
天
草
広
域
連
合
政
策
法
務
研
修
会
講
師
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平
成
一
九
年
九
月

　
九
州
北
部
税
理
士
会
佐
賀
支
部
研
修
会
講
師

平
成
二
〇
年
六
月

　
熊
本
県
弁
護
士
会
資
格
審
査
会
委
員
（
平
成
二
六
年
五
月
ま
で
）

平
成
二
〇
年
八
月

　
全
国
女
性
税
理
士
連
盟
西
日
本
支
部
九
州
・
沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会
講
師

平
成
二
一
年
九
月

　
熊
本
地
方
裁
判
所
委
員
会
委
員
（
平
成
二
五
年
八
月
ま
で
）

平
成
二
一
年
一
二
月

　
熊
本
地
方
裁
判
所
簡
易
裁
判
所
判
事
推
薦
委
員
会
委
員
（
平
成
二
五
年
一
一
月
ま
で
）

平
成
二
二
年
八
月

　
南
九
州
税
理
士
会
宇
土
支
部
研
修
会
講
師

平
成
二
四
年
一
〇
月

　
熊
本
県
医
師
会
母
体
保
護
法
不
服
審
査
委
員
会
委
員
（
令
和
二
年
六
月
ま
で
）

平
成
二
七
年
六
月

　
阿
蘇
医
療
セ
ン
タ
ー
倫
理
委
員
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
八
年
四
月

　
南
九
州
税
理
士
会
地
域
別
研
修
会
講
師

平
成
二
八
年
一
一
月

　
日
本
税
理
士
会
連
合
会
公
開
研
究
討
論
会
・
南
九
州
税
理
士
会
チ
ー
ム
研
究
指
導

平
成
二
九
年
六
月

　
九
州
弁
護
士
会
リ
ー
ガ
ル
・
リ
カ
レ
ン
ト
研
究
会
講
師
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
及
び
令
和
元
年
一
一
月
）

平
成
二
九
年
八
月

　
株
式
会
社
エ
フ
エ
ム
熊
本
番
組
審
議
会
委
員
長
（
現
在
に
至
る
）

平
成
三
〇
年
六
月

　
熊
本
県
弁
護
士
会
資
格
審
査
会
員
（
令
和
二
年
五
月
ま
で
）

平
成
三
〇
年
一
一
月

　
九
州
北
部
税
理
士
会
博
多
支
部
研
修
会
講
師

令
和
元
年
九
月

　
南
九
州
税
理
士
会
八
代
支
部
研
修
会
講
師
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